
 

 

１ 委託先の相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度一覧（国際宅配便サービス） 

 

個人情報保護委員会のウェブサイトにおいて、委託先所在国・地域における個人情報保

護に関する制度が公表されております。 

外国委託先による相当措置の実施に影響を及ぼす各国・地域の制度については、資料内

の「その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度」をご確認ください。  

 

【委託先所在国・地域における個人情報保護に関する制度（外部サイトへリンクします。）】 

 ‣ （大韓民国）         https://www.ppc.go.jp/files/pdf/korea_report.pdf 

 ‣ （台湾）            https://www.ppc.go.jp/files/pdf/taiwan_report.pdf 

‣ （中華人民共和国）   https://www.ppc.go.jp/files/pdf/china_report.pdf 

 ‣ （香港）            https://www.ppc.go.jp/files/pdf/hongkong_report.pdf 

 ‣ （インドネシア）    https://www.ppc.go.jp/files/pdf/indonesia_report.pdf  

 ‣ （カンボジア）      https://www.ppc.go.jp/files/pdf/cambodia_report.pdf 

‣ （シンガポール）    https://www.ppc.go.jp/files/pdf/singapore_report.pdf 

 ‣ （タイ）            https://www.ppc.go.jp/files/pdf/thailand_report.pdf 

 ‣ （フィリピン）     https://www.ppc.go.jp/files/pdf/philippin_report.pdf 

 ‣ （ベトナム）        https://www.ppc.go.jp/files/pdf/vietnam_report.pdf 

‣ （マレーシア）     https://www.ppc.go.jp/files/pdf/malaysia_report.pdf 

 ‣ （インド）          https://www.ppc.go.jp/files/pdf/india_report.pdf 

 ‣ （ミャンマー）     https://www.ppc.go.jp/files/pdf/myanmar_report.pdf 

 ‣ （オーストラリア）   https://www.ppc.go.jp/files/pdf/australia_report.pdf 

‣ （ニュージーランド） https://www.ppc.go.jp/files/pdf/newzealand_report.pdf 

 ‣ （スイス）          https://www.ppc.go.jp/files/pdf/switzerland_report.pdf 

 ‣ （カナダ）          https://www.ppc.go.jp/files/pdf/canada_report.pdf 

 ‣ （米国（連邦））    https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf 

 ‣ （米国（イリノイ州））https://www.ppc.go.jp/files/pdf/illinoi_report.pdf 

‣ （米国（カリフォルニア州）） 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/california_report.pdf 

 ‣ （米国（ニューヨーク州）） https://www.ppc.go.jp/files/pdf/newyork_report.pdf 

 ‣ （ロシア）           https://www.ppc.go.jp/files/pdf/russia_report.pdf 

 

 

マカオ、スリランカ、パキスタン、バングラデシュおよびモルディブについては、個人情

報保護委員会によるこれらの国・地域の当該制度についての情報の公表がなされておらず、

これらの国・地域において委託先の相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度を把握

することが困難であるため、2023年 4月 19日付で、これらの国・地域宛ての国際宅配便の

お取り扱いを停止いたしました。そのため、これらの国・地域に個人情報を委託することは

ございません。 

 

 

２ 個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護

に関する制度を有している委託先所在国 

 

アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スウェーデン、ス

ペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガ

ル、ルクセンブルグ、エストニア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガ

リー、ブルガリア、ポーランド、ラトビア、リトアニアおよびルーマニア 
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